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議案第１号 

富津市介護保険運営協議会会長の互選について 

○富津市介護保険規則 ※抜粋 

第２章の２ 介護保険運営協議会 

（会長及び副会長） 

第５条の２ 条例第２条の３の富津市介護保険運営協議会（以下 

この章において「協議会」という。）に会長及び副会長各１人を 

置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長 

が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条の３ 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 
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議案第２号 令和８年度介護保険料特例減免の実施について 

１ 介護保険条例の一部改正について 

 介護保険第１号被保険者の保険料においては、市民税の課税の有無や合計所

得金額等を介護保険料区分の基準として用いているところです。 

  所得税法の一部を改正する法律（昭和 40 年法律第 33 号、以下「税制改正」

という。）が令和７年３月 31 日に公布され、令和７年の給与所得控除が適用さ

れる者のうち、給与収入 190 万円未満の者に対する給与所得控除額が 55 万円

から 65 万円に引き上げられました。 

給与所得控除の見直しに伴い、一部の第１号被保険者の保険料率区分に変更

が生じ、第９期介護保険事業計画中（令和６～８年度）の保険料収入が減少す

る可能性があります。 

そのため、保険者の責めに帰さない保険料の収入不足を可能な限り防止する

観点から、令和８年度に限り介護保険の第１号被保険者の保険料における給与

所得控除の見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令の一部改正が

令和８年１月 23 日に公布されたことに伴い、介護保険法施行令の一部改正の

内容に合わせるため、介護保険条例の一部改正を行いました。 

  税制改正の影響の遮断は、全国すべての保険者で実施するものです。 

（１）税制改正の影響を遮断する対象者 

  第１号被保険者（市内の住所を有する65歳以上）           

ただし、地方税法の規定による住民税の賦課期日（１月１日）及び介護保険

料の賦課期日（４月１日）の時点で市内の住民基本台帳に記録されている者に

限ります。 

なお、転入者及び住所地特例者等の対象者以外の第１号被保険者について

は、税制改正の影響を遮断しない方法で賦課を行います。 

（２）合計所得金額の算定及び住民税課税・非課税の判定 

   税制改正前と同様の、合計所得金額算定及び※住民税課税・非課税の判定 

を行います。 

   ※実際の住民税非課税者が、介護保険料では住民税課税と判断される場合 

があります。 

２ 介護保険料特例減免について 

 （１）概要 

   国から令和８年度に限り、令和７年度税制改正により、住民税の給与所得

控除の最低保証額引き上げの決定を受けて、非課税の基準から給与所得控除
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の引き上げ分の範囲の就労調整を行う場合について、住民税非課税者として

判定する介護保険料段階まで減免を行うことができる通知がありました。 

   税制改正の影響を遮断することで、税制改正による就労調整により就労収

入増となった者（以下、「就労調整者」という。）は、令和８年度の住民税非

課税に関わらず、介護保険料段階は住民税課税該当となり、介護保険料段階

が上昇し、介護保険料の支払いが増加するため、就労調整者が不利益を被る

ことが想定されます。 

   このことから、特例減免の実施を行いたく、ご審議をお願いするもので

す。 

（２）対象者（下記のすべてに該当する者） 

・第１号被保険者 

・令和７年度の住民税非課税者かつ令和８年度の住民税課税者（第１号被

保険者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員） 

・住民税非課税の基準から控除の引き上げ分の範囲の就労収入の増加した

者 

（３）対象者例 

R7 

単身世帯 住民税算定 
介護保険料

住民税算定 
介護保険料区分 

年金収入 110 万円 

非課税 非課税 ３段階（55,070 円）給与収入 93 万円 

給与所得 38 万円 

R8 

単身世帯 住民税算定 

介護保険料住民税算定

特例減免 

適用前
特例減免適用後 

年金収入 110 万円 

非課税 課税 非課税 

6 段階 

(96,480 円） 

↓ 

3 段階 

（55,070 円） 

給与収入 103 万円 

給与所得 

38 万円 

（税制改正遮断後：

48 万円） 

- 3 -



報告第１号 指定介護予防支援事業所の指定更新及び指定について 

本報告事項は、「社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会」、「社会福

祉法人金谷温 会」がそれぞれ運営する「富津市富津地区地域包括支援セン

ター」、「富津市天羽地区地域包括支援センター」から指定介護予防支援事業

所の指定有効期間の満了に伴う指定更新の申請と、「医療法人新都市医療研

究会「君津」会」、が運営予定の「富津市大佐和地区地域包括支援センター」

から指定介護予防支援事業所の指定の申請があり、内容を審査したところ、

適正と認められたことから、指定更新及び指定を行った旨を報告するもので

す。 

【報告の内容】 指定介護予防支援事業所の指定更新 

・申請者       ：社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会 

・事業所       ：富津市富津地区地域包括支援センター 

（富津市富津６１７番地１４） 

・事業等の種類    ：介護予防支援 

・指定有効期間満了日 ：令和８年３月３１日 

・更新後の指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

【報告の内容】 指定介護予防支援事業所の指定更新 

・申請者       ：社会福祉法人金谷温 会

・事業所       ：富津市天羽地区地域包括支援センター 

（富津市湊５３３番地４） 

・事業等の種類    ：介護予防支援 

・指定有効期間満了日 ：令和８年３月３１日 

・更新後の指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 
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【報告の内容】 指定介護予防支援事業所の指定 

・申請者   ：医療法人新都市医療研究会「君津」会 

・事業所   ：富津市大佐和地区地域包括支援センター 

（富津市亀田４４５番地１） 

・事業等の種類：介護予防支援 

・指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

※介護予防支援とは 

 要支援者に対して行う、介護予防ケアマネジメントであり、要支援者が

介護予防サービス計画を作成し、サービス提供が確保されるように事業者

等との連絡調整を行うこと。 
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指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準チェック表 1/1

事業所名称：富津市富津地区地域包括支援センター

基本情報

人員に関す
る基準

１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有
する職員
（以下、担当職員とする）
①保健師　②介護支援専門員　③社会福祉士　④経験ある看護師　⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年
以上従事した社会福祉主事

5人　配置している ○

　常勤の管理者を配置しているか 配置している ○

　※管理上支障がない場合は、地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
同一事業所の担当職員とし

て兼務
○

　事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、サービス提供に必要な設備・備品等が備えられている

　・設備及び備品は地域包括支援センターが行う他の事業に要するものと同一のものであっても差し支えない

　運営規程は妥当なものか（運営規定に定めておかなければならない事項は定められているか） 定められている ○

　利用者からの苦情を処理する体制は整えられているか 整えられている ○

　介護保険法第115条第22項第2項の規定に該当しないか 該当しない（誓約書） ○

○
設備
・
備品

６．事業所の営業日　　　　　　　　　　　　　　　　：月～金

７．営業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：午前８時30分から午後５時30分まで

運営

管理者

備えられている

１．事業所の常勤職員の勤務形態　　　　　　　　　　：週40時間労働制

２．事業所の常勤職員の１日当たりの勤務時間数　　　：８時間

３．事業所の常勤職員の１週間当たりの勤務時間数　　：40時間

４．事業所の事業単位　　　　　　　　　　　　　　　：１単位

５．事業所の利用人数　　　　　　　　　　　　　　　：120人

-
 ６
 -



- ７ -



- ８ -
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指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準チェック表 1/1

事業所名称：富津市天羽地区地域包括支援センター

基本情報

人員に関す
る基準

１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有
する職員
（以下、担当職員とする）
①保健師　②介護支援専門員　③社会福祉士　④経験ある看護師　⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年
以上従事した社会福祉主事

４人　配置している ○

　常勤の管理者を配置しているか 配置している ○

　※管理上支障がない場合は、地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
同一事業所の担当職員とし

て兼務
○

　事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、サービス提供に必要な設備・備品等が備えられている

　・設備及び備品は地域包括支援センターが行う他の事業に要するものと同一のものであっても差し支えない

　運営規程は妥当なものか（運営規定に定めておかなければならない事項は定められているか） 定められている ○

　利用者からの苦情を処理する体制は整えられているか 整えられている ○

　介護保険法第115条第22項第2項の規定に該当しないか 該当しない（誓約書） ○

１．事業所の常勤職員の勤務形態　　　　　　　　　　：週40時間労働制

２．事業所の常勤職員の１日当たりの勤務時間数　　　：８時間

３．事業所の常勤職員の１週間当たりの勤務時間数　　：40時間

４．事業所の事業単位　　　　　　　　　　　　　　　：１単位

５．事業所の利用人数　　　　　　　　　　　　　　　：120人

○
設備
・
備品

６．事業所の営業日　　　　　　　　　　　　　　　　：月～金

７．営業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：午前８時30分から午後５時15分まで

運営

管理者

備えられている

-
 1
０
 -
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指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準チェック表 1/1

事業所名称：富津市大佐和地区地域包括支援センター

基本情報

人員に関す
る基準

１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有
する職員
（以下、担当職員とする）
①保健師　②介護支援専門員　③社会福祉士　④経験ある看護師　⑤高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年
以上従事した社会福祉主事

5人　配置している ○

　常勤の管理者を配置しているか 配置している ○

　※管理上支障がない場合は、地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
同一事業所の担当職員とし

て兼務
○

　事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、サービス提供に必要な設備・備品等が備えられている

　・設備及び備品は地域包括支援センターが行う他の事業に要するものと同一のものであっても差し支えない

　運営規程は妥当なものか（運営規定に定めておかなければならない事項は定められているか） 定められている ○

　利用者からの苦情を処理する体制は整えられているか 整えられている ○

　介護保険法第115条第22項第2項の規定に該当しないか 該当しない（誓約書） ○

１．事業所の常勤職員の勤務形態　　　　　　　　　　：週40時間労働制

２．事業所の常勤職員の１日当たりの勤務時間数　　　：８時間

３．事業所の常勤職員の１週間当たりの勤務時間数　　：40時間

４．事業所の事業単位　　　　　　　　　　　　　　　：１単位

５．事業所の利用人数　　　　　　　　　　　　　　　：100人

○
設備
・
備品

６．事業所の営業日　　　　　　　　　　　　　　　　：月～金

７．営業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：午前８時30分から午後５時15分まで

運営

管理者

備えられている

-
 1
4
 -
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報告第２号　令和８年度地域包括支援センターの事業計画及び予算について

令和8年度地域包括支援センター収支予算書

【収入】 単位：千円

介護予防支援事業 地域支援事業 計 介護予防支援事業 地域支援事業 計 介護予防支援事業 地域支援事業 計

0 34,387 34,387 0 27,405 27,405 0 27,815 27,815

地域包括支援センター業務受託料 34,387 34,387 27,405 27,405 27,815 27,815

6,066 1,932 7,998 3,794 1,448 5,242 4,604 2,302 6,906

介護予防ケアプラン作成料 6,066 1,932 7,998 3,794 1,448 5,242 4,604 2,302 6,906

0 0 0 666 0 666 300 0 300

その他 0 0 666 0 666 300 300

6,066 36,319 42,385 4,460 28,853 33,313 4,904 30,117 35,021

【支出】

介護予防支援事業 地域支援事業 計 介護予防支援事業 地域支援事業 計 介護予防支援事業 地域支援事業 計

4,342 26,538 30,880 2,250 26,863 29,113 3,169 22,044 25,213

介護予防支援事業費 4,342 4,342 2,250 2,250 3,169 3,169

介護予防・生活支援サービス事業費 0 0 3,305 3,305

一般介護予防事業費 5,307 5,307 5,424 5,424 5,812 5,812

包括的支援事業費 19,904 19,904 19,525 19,525 12,654 12,654

任意事業費 1,327 1,327 1,914 1,914 273 273

229 9,504 9,733 1,170 1,990 3,160 740 7,680 8,420

介護予防支援事業費 229 229 1,170 1,170 740 740

介護予防・生活支援サービス事業費 0 0 733 733

一般介護予防事業費 1,957 1,957 406 406 2,202 2,202

包括的支援事業費 7,058 7,058 1,441 1,441 4,585 4,585

任意事業費 489 489 143 143 160 160

1,495 277 1,772 1,040 0 1,040 995 393 1,388

ケアプラン作成委託料 1,495 277 1,772 1,040 0 1,040 995 393 1,388

6,066 36,319 42,385 4,460 28,853 33,313 4,904 30,117 35,021

0 0 0 0 0 0 0 0 0収入－支出

合計

富津地区地域包括支援センター 大佐和地区地域包括支援センター 天羽地区地域包括支援センター

合計

受託料

人件費

物件費

委託料

その他

富津地区地域包括支援センター 大佐和地区地域包括支援センター 天羽地区地域包括支援センター

ケアプラン作成料
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報告第３号 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定更新について 

本報告事項は、「社会福祉法人金谷温 会」が運営する「デイサービス

センター金谷の里」の指定有効期間の満了に伴い、指定更新の申請があり、

内容を審査したところ、適正と認められたことから、更新を行った旨を報

告するものです。

【報告の内容】 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定更新 

・申請者   ：社会福祉法人金谷温 会

・事業所   ：デイサービスセンター金谷の里 

（富津市金谷１９１２番地２） 

・事業等の種類：通所型サービス 

・指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

※通所型サービスとは 

利用者が居宅で、自立した日常生活を営むことができるよう、必要

な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことで、利用者の心身機能の

維持回復や、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの。 
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指定通所型サービスの人員等に関する基準チェック表 1/2
事業所名　デイサービスセンター金谷の里

基本情報

　生活相談員が必要数確保されているか（　①／②　）（※1以上となっているか　） 確保している

　　・通所型サービスの提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の
　　　合計数・・・①

8時間

　　・当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数・・・② 8時間

　生活相談員は、その資格要件を満たす者であるか（社会福祉法第19条第1項各号（もしくはこれに準ずる者※））
　（厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者、三科目主事、社会福祉士、精神保健福祉士）
　※千葉県においてこれに準ずる者とは、介護支援専門員、介護福祉士をいう

4名おり、満たしている 〇

介護職員が必要数確保されているか（　①／②　）（※（1＋（利用者の数-15）／5））以上となっているか）
※定員が１０人以下の場合、看護職員及び介護職員の員数を、サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護が勤務
している時間数の合計数÷提供単位時間数=1以上とすることができる

10人必要なところ、24人確保
されている

　　・通所型サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の
　　　合計数・・・①

8時間

　　・当該通所型サービスを提供している時間帯の時間数・・・② 8

　機能訓練指導員を1以上確保している 確保している 〇

　単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該通所介護に従事させているか 従事させている 〇

　生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤の職員であるか 常勤の職員である 〇

６．事業所の営業日　　　　　　　　　　　　　　　　：日～土

７．事業所のサービス提供時間　　　　　　　　　　　：8時間

〇

〇

人員に関す
る基準

１．事業所の常勤職員の勤務形態　　　　　　　　　　：40時間労働制

２．事業所の常勤職員の１日当たりの勤務時間数　　　：８時間

３．事業所の常勤職員の１週間当たりの勤務時間数　　：40時間

４．事業所の事業単位　　　　　　　　　　　　　　　：1単位

５．事業所の利用定員　　　　　　　　　　　　　　　：月曜日～土曜日　60人　日曜日　35人
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指定通所型サービスの人員等に関する基準チェック表 2/2
基本情報

　常勤の管理者を配置しているか

　※管理上支障がない場合は、事業所または同一敷地内の他の事業所等の職務を兼務可能である

　事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有しているか 有している 〇

　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を整備しているか 整備している 〇

　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有しているか 有している 〇

　　・食堂及び機能訓練室の面積の合計は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であるか（３㎡×10 ） 182.61 〇

　相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているか 配慮している 〇

　設備は、専ら当該通所型サービスの事業の用に供されるものであるか 供されるものである 〇

　運営規程は妥当なものか（運営規定に定めておかなければならない事項は定められているか） 妥当である 〇

　緊急時等への対応として必要な措置を講ずることができる体制は整えられているか 整えられている 〇

　非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者
　へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか

行っている 〇

　利用者からの苦情を処理する体制は整えられているか 整えられている 〇

　利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、必要な措置を講じて
　いるか

努めている 〇

　当該指定第１号通所事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか 講じている 〇

　食事の提供がある場合、食費は妥当なものか 600円 〇

　介護保険法第115条の45の5第２項各号の規定に該当しないか 該当しない（誓約書） 〇

運営

管理者

施設
・
設備

配置している 〇
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報告第４号 指定居宅介護支援事業所の指定更新について 

本報告事項は、「医療法人社団三友会」が運営する「上総ケアサービスセ

ンター」の指定有効期間の満了に伴い、指定更新の申請があり、内容を審査

したところ、適正と認められたことから、更新を行った旨を報告するもの

です。 

【報告の内容】 指定居宅介護支援事業所の指定更新 

・申請者       ：医療法人社団三友会 

・事業所       ：上総ケアサービスセンター 

（富津市青木１６４１番地） 

・事業等の種類    ：居宅介護支援 

・指定有効期間満了日 ：令和８年３月３１日 

・更新後の指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

※居宅介護支援とは 

居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、要介護者

の希望等を考慮し、サービスの計画、紹介、サービス提供者との連絡調

整を行うもの。 
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指定居宅介護支援事業の人員等に関する基準チェック表 1/1

事業所名称：上総ケアサービスセンター

基本情報

　常勤の介護支援専門員　１以上 ２人　配置している ○

　介護支援専門員が必要数配置している。（　②／（①／44）＝１以上　） 配置している

　　・利用者の数・・・① 120人

　　・配置されている介護支援専門員の数（非常勤を含む）・・・② 3人

　常勤の管理者を配置しているか 配置している ○

　※管理上支障がない場合は、事業所または同一敷地内の他の事業所等の職務を兼務可能である
　　（介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務はできない。）

同一事業所の介護支援
専門員と兼務

○

　主任介護支援専門員の資格があるか
　（令和９年３月31日までは経過措置により介護支援専門員の資格があれば可）

取得済み ○

　事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、サービス提供に必要な設備・備品等が備えられてい
る

備えられている

　・専用の事務室を設けることが望ましいが、明確に区分されている場合は、他の事業と同一の事務室でも差
し支えない。

明確に区分されている

　・他の事業所及び施設等と同一敷地内の場合で、支障がない場合、他の事業所及び施設に備え付けられた設
備及び備品等を使用することができる。

支障のない範囲で
使用されている

　運営規程は妥当なものか（運営規定に定めておかなければならない事項は定められているか） 定められている ○

　利用者からの苦情を処理する体制は整えられているか 整えられている ○

　介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しないか 該当しない（誓約書） ○

○

○
設備
・
備品

６．事業所の営業日　　　　　　　　　　　　　　　　：日～土曜(ただし、9/15、12/30～1/3を除く)

７．営業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：午前８時30分から午後５時30分まで

運営

管理者

人員に関す
る基準

１．事業所の常勤職員の勤務形態　　　　　　　　　　：週40時間労働制

２．事業所の常勤職員の１日当たりの勤務時間数　　　：８時間

３．事業所の常勤職員の１週間当たりの勤務時間数　　：40時間

４．事業所の事業単位　　　　　　　　　　　　　　　：１単位

５．事業所の利用人数　　　　　　　　　　　　　　　：120人
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報告第５号 指定事業所の廃止について 

本報告事項は、「社会福祉法人天祐会」が運営する「大佐和苑在宅介護サ

ービス」から指定廃止の届出があり、当該届出を受理した旨を報告するも

のです。 

【報告の内容】 指定事業所の廃止について 

・申請者   ：社会福祉法人天祐会 

・事業所   ：大佐和苑在宅介護サービス 

（富津市亀沢２２７番地１） 

・事業等の種類：訪問型サービス（独自） 

・廃止年月日 ：令和８年３月３１日 

・廃止理由  ：人員基準を満たすことができないため 

※訪問型サービス（独自）とは 

介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、要支援認定を受けた人や

認定を経ず、事業の対象となった人等を対象としたサービスで、日常生

活上の身体介護や生活援助等の支援を提供 
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